
「税額試算/申告書
作成」をクリック。

申告書 作成方法（令和８年度版）

生年月日を入力後、
「入力サポート」
をクリック。
申告しようとして
いる所得や控除に
ついてチェックし
ていきます。

↑「入力サポート」をクリックしたあとの画面です。
「1.所得に関する設問」にて、それぞれ該当する項目の
□をクリックします。所得についての入力が完了したら、
「2.控除に関する設問」をクリックします。
所得と同様に該当する項目の□をクリックしてチェック
をつけてください。

該当する項
目の□をク
リック。

該当項目へのチェックが完了したら、「確定」をクリック。
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申告書 作成方法

申告する所得に給与または公的年金による雑所得がある
方は、「源泉徴収票（給与）入力」または「源泉徴収票
（公的年金）入力」をクリック。
それ以外の所得がある方は、「所得入力」をクリック。

・給与の源泉徴収票がある方→源泉徴収票（給与）の入力
・年金の源泉徴収票がある方→源泉徴収票（公的年金）の入力
・上記２つに該当しない方 →所得入力

源泉徴収票（給与）がある方 ・・・Aへ
源泉徴収票（公的年金）がある方・・・Bへ
それ以外の所得がある方 ・・・Cへ

①・・・申告者の住所を入力します。
②・・・申告者の名前を入力します。
③・・・支払金額を入力します。
④・・・源泉徴収税額を入力します。
⑤・・・配偶者控除の対象者がいるかを入力します。いる方は、

「有」をクリックしてください。
⑥・・・扶養している人の人数を該当する区分ごとに入力します。
⑦・・・社会保険料を入力します。支払った社会保険料に小規模

共済掛金がある場合、小規模掛金分は左側に入力します。
小規模共済分を含めた合計額を右側に入力します。

⑧・・・地震保険料の控除額を入力します。
⑨・・・生命保険料・介護保険料・個人年金保険料を入力します。

生命保険料・個人年金保険料は新・旧分けて入力します。
⑩・・・住宅借入金等特別控除可能額を入力します。

A源泉徴収票（給与）

① ②

③ ④

⑤ ⑥

⑦
⑧

⑨

⑩
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申告書 作成方法

⑪・・・配偶者の合計所得金額を入力します。
⑫・・・未成年者の方は をします。
⑬・・・申告者自身が障害者手帳または障害者控除対象者認定書

を持っている場合、該当項目に をします。
⑭・・・寡婦控除の要件に該当する方は をします。
⑮・・・ひとり親控除に該当する方は男性であれば「父」に、女

性であれば「母」に をします。
⑯・・・お勤め先の会社名または代表者氏名を入力します。

⑪

⑫ ⑬
⑭ ⑮

⑯

入力が完了した方は
〇公的年金の源泉徴収票がある方は画面上部の「源泉徴収票（公的
年金）入力」をクリック。
〇他の所得がある方は「他所得入力」
〇他控除入力

B源泉徴収票（公的年金）

①・・・申告者の住所を入力します。
②・・・申告者の名前を入力します。
③・・・該当する区分に支払金額を入力します。
④・・・該当する区分に源泉徴収税額を入力します。

②

①

③ ④
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申告書 作成方法

⑤・・・申告者自身が障害者手帳または障害者控除対象者認定書
を持っている場合、該当項目に をします。

⑥・・・ひとり親控除に該当する方は男性であれば「父」に、女
性であれば「母」に をします。

⑦・・・寡婦控除の要件に該当する方は をします。
⑧・・・配偶者控除の対象者がいるかを入力します。いる方は、

「有」をクリック。
⑨・・・⑧で「有」を選択した方は配偶者の氏名を記入します。

※配偶者の生年月日・障害者控除の適用の有無・国外居
住の有無についても入力欄があるので入力します。

⑩・・・扶養している人の人数を該当する区分ごとに入力します。
⑪・・・⑩で特定・老人・その他の区分に入力した方は扶養親族

の名前を入力します。
⑫・・・⑩で16歳未満～の区分に入力した方は扶養親族の名前を

入力します。
⑬・・・扶養親族の中で、障害者控除に該当する方がいれば、人

数を入力します。
⑭・・・扶養親族の中に、別居している方がいれば、人数を入力

します。

⑤
⑥

⑦ ⑧

⑨

⑩

⑪ ⑫

⑬ ⑭

⑮・・・社会保険料を入力します。
⑯・・・支払者名を入力します。

⑮

⑯

入力が完了した方は
〇他の所得がある方は「他所得入力」をクリック。
〇他に所得がなく、適用する控除（医療費控除等）は「他控除入
力」をクリック。
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申告書 作成方法

①・・・営業所得がある方は、収入金額・必要経費・専従者控除
額をそれぞれ入力します。

②・・・農業所得がある方は、収入金額・必要経費・専従者控除
額をそれぞれ入力します。

③・・・不動産所得がある方は、収入金額・必要経費・専従者控
除額をそれぞれ入力します。

④・・・利子所得がある方は所得額を入力します。

⑤・・・配当所得において、利益の配当に係る収入金額・必要経
費を入力します。

⑥・・・配当所得において、証券投資信託の配当に係る収入金
額・必要経費を入力します。

⑦・・・配当所得において、外貨建等証券投資信託の配当に係る
収入金額・必要経費を入力します。

⑧・・・配当所得において、⑤、⑥、⑦に該当しない配当に係る
収入金額・必要経費を入力します。

⑨・・・給与所得がある方で、Aで入力した給与以外に給与所得が
ある方は入力します。Aで入力した内容は自動的に反映さ
れます。

①

Cそれ以外の所得がある方

②

③

④

⑥

⑤

⑦

⑧

⑨
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⑩

⑩・・・雑所得（公的年金等）において、Bで入力した年金所得以
外に年金に係る所得がある人は入力します。Bで入力した
自動的に反映されます。

⑪・・・雑所得（業務）がある方は収入金額・必要経費をそれぞ
れ入力します。

⑫・・・雑所得（その他）において、個人年金に係る所得がある
方は収入金額・必要経費それぞれ入力します。

⑬・・・雑所得（その他）において、⑫以外の所得がある方は、
収入金額・必要経費を入力します。

⑪

⑫

⑬

申告書 作成方法

⑭・・・総合譲渡所得（短期）がある方は、収入金額・必要経費
をそれぞれ入力します。

⑮・・・総合譲渡所得（長期）がある方は収入金額・必要経費を
それぞれ入力します。

⑯・・・一時所得がある方は、収入金額・必要経費を入力します。
⑰・・・給与・年金以外に源泉徴収されている金額のある方は、

給与・年金以外の源泉徴収税額の合計を入力します。

⑭

⑮

⑯

⑰

入力が完了した方は
〇分離課税となる所得がある方は「分離課税項目」をクリック。
→ 「D分離課税科目」へ
〇他に所得がなく、適用する控除（医療費控除等）がある方は「控
除入力」をクリック。
→ 「E所得控除」へ
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申告書 作成方法

①・・・短期譲渡（一般分）に係る所得がある方は、収入金額・
取得費・譲渡費用・特別控除額をそれぞれ入力します。

②・・・短期譲渡（軽減分）に係る所得がある方は、収入金額・
取得費・譲渡費用・特別控除額をそれぞれ入力します。

③・・・長期譲渡（一般分）に係る所得がある方は、収入金額・
取得費・譲渡費用・特別控除額をそれぞれ入力します。

④・・・長期譲渡（特定分）に係る所得がある方は、収入金額・
取得費・譲渡費用・特別控除額をそれぞれ入力します。

⑤・・・長期譲渡（軽課分）に係る所得がある方は、収入金額・
取得費・譲渡費用・特別控除額をそれぞれ入力します。

①

②

D分離課税科目

③

④

⑤
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申告書 作成方法

⑥・・・株式等の譲渡（未公開分）に係る所得を申告する方は、
収入金額・取得費・委託手数料等をそれぞれ記入し
ます。

⑦・・・株式等の譲渡（上場分）に係る所得を申告する方は、収
入金額・取得費・委託手数料等を記入します。
※確定申告した所得についてのみ入力ください。

⑧・・・上場株式等の配当に係る所得がある方は、収入金額・必
要経費をそれぞれ入力します。
 ※確定申告した所得についてのみ入力ください。

⑨・・・先物取引に係る所得がある方は、収入金額・必要経費を
それぞれ入力します。

⑩・・・山林所得がある方は、山林所得に係る総収入金額・必要
経費をそれぞれ入力します。

⑪・・・退職所得がある方は、退職金・勤続年数・退職に関する
記載事項で該当するものがあればそれぞれ記入します。

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪
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申告書 作成方法

①・・・国民健康保険税・国民年金保険料といった社会保険料控
除に該当する項目がある人は支払額をそれぞれ入力しま
す。

②・・・Aにおいて、社会保険料を入力した方は、入力内容が反映
されます。

③・・・Bにおいて、社会保険料を入力した方は、入力内容が反映
されます。

④・・・小規模共済掛金控除に該当する控除がある方は、支払額
を入力します。

⑤・・・生命保険料控除（旧制度）において、一般生命保険料に
該当する控除がある方は、支払額を入力します。

⑥・・・生命保険料控除（旧制度）において、個人年金保険料に
該当する控除がある方は、支払額を入力します。

①

②

③

※Aにおいて生命保険料控除を入力した方は入力内容が
それぞれに反映されます。

④

⑤

⑥

E所得控除
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申告書 作成方法

⑦・・・生命保険料控除（新制度）において、一般生命保険料に
該当する控除がある方は、支払額を入力します。

⑧・・・生命保険料控除（新制度）において、個人年金保険料に
該当する控除がある方は、支払額を入力します。

⑨・・・生命保険料控除（新制度）において、介護医療保険料に
該当する控除がある方は、支払額を入力します。

⑩・・・地震保険料控除に該当する保険料がある方は支払額を入
力します。旧長期損害保険料の区分に該当する方は、旧
長期損害保険料支払額に入力します。

※Aにおいて生命保険料控除を入力した方は入力内容が
それぞれに反映されます。

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪・・・雑損控除に該当する方は、損害金額・補てん金額・災害
関連支出額をそれぞれ入力します。
該当する控除がある方は、支払額を入力します。

⑫・・・医療費控除に該当する支払額のある方は、「明細書入
力」か「合計入力」をクリックして入力します。
「合計入力」をクリックした方は、支払った医療費の合計
額や補てん金の合計額を入力します。

※「明細書入力」をクリックした方は
→ 「F明細書入力」へ

⑪

⑫
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申告書 作成方法

F 明細書入力

①

①・・・医療費通知に記載されている医療費の金額を入力します。
該当する控除がある方は、支払額を入力します。

②・・・医療費通知以外の医療費について入力します。医療を受
けた方の氏名・医療機関名・医療費の区分・払った医療
費の額・生命保険等により補填された金額をそれぞれ入
力します。

③・・・入力欄が足りない方は、クリックし入力欄の追加ができ
ます。

④・・・①～③まで入力した金額の合計や、医療費控除の対象と
なる金額を自動計算し、表示します。
入力が完了したら、「入力完了」をクリック。クリック
後、元の所得控除入力画面に戻ります。
所得控除の入力がすべて完了したら、

〇寡婦・ひとり親控除・勤労学生控除・障害者控除の適用
がある方 → 「2.本人該当」をクリック  

→ 「G本人該当」へ

〇A.Bで配偶者についての情報を入力した方、配偶者控除の
適用がある方 →「3.配偶者に関する控除」をクリック

→「H配偶者に関する控除」へ

〇A.Bで扶養親族についての情報を入力した方、扶養控除の
適用がある方 →「4.扶養控除」をクリック

→「I扶養控除」へ
〇住宅借入金・寄付金等の税額控除の適用がある方

→「5.税額控除項目」をクリック
→「J税額控除項目」へ

〇適用する控除が他にない方
→「税額試算」をクリック
→「〇申告書作成」へ

②

③

④
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申告書 作成方法

G 本人該当

①・・・寡婦・ひとり親控除の適用がある方は種別に該当する控除
の種類、適用理由をそれぞれ入力します。
※生計を一にする子がいる方は「はい」をクリックします。

②・・・勤労学生控除の適用がある方は「はい」をクリックします。
③・・・障害者控除に適用がある方は該当する区分の「はい」を

クリックします。

〇A.Bで配偶者についての情報を入力した方、配偶者控除の
適用がある方 →「3.配偶者に関する控除」をクリック

〇A.Bで扶養親族についての情報を入力した方、扶養控除の
適用がある方 →「4.扶養控除」をクリック

〇住宅借入金・寄付金等の税額控除の適用がある方
→「5.税額控除項目」をクリック

〇適用する控除が他にない方
→「税額試算」をクリック

①

②

③

Ｈ 配偶者に関する控除

①

②

①・・・配偶者控除の適用がある方は「有」をクリックし、配偶者
の生年月日を入力します。
※A.Bで配偶者についての情報を入力した方は、入力内容

    が反映されます。
②・・・配偶者に所得がある方は、配偶者の収入額または所得額を

入力します。
③・・・配偶者において障害者控除の適用がある方は、該当区分の

「はい」をクリックします。
④・・・配偶者が国外居住の場合は「はい」をクリックします。

③

④
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申告書 作成方法

Ｉ 扶養控除

①・・・該当する扶養区分に人数を入力します。一般扶養親族で平
成19年１月２日～平成22年１月１日生まれの方がいる方は、
「はい」に入力します。
※A.Bで扶養親族についての情報を入力した方は、入力内容
が反映されます。

②・・・扶養親族の中で障害者控除の適用がある方がいる場合、該
当区分に人数を入力します。

①

②

①

①・・・住宅借入金等特別税額控除の適用がある方は、控除可能
額・居住開始年月日・区分をそれぞれ入力します。
※Aで住宅借入金等特別税額控除についての情報を入力し
た方は、入力内容が反映されます。

②・・・寄付金控除の適用がある方は、該当する区分に寄付した金
額を入力します。

③・・・配当や株式譲渡所得における割額控除の適用がある方は、
それぞれに控除額を入力します。
※確定申告した配当・株式譲渡所得に係る割額控除につい
てのみ入力ください。

J 税額控除項目

②

③

所得・控除の情報を全て入力した方は、
「税額試算」をクリック。
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申告書 作成方法

「申告書を作成する」をクリック。

〇申告書作成

現住所・氏名・電話番号等の申告者の情報及び提出日を入力します。
入力が完了した方は、「2.所得の支払者・支払元等」をクリック。
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申告書 作成方法

収入について、支払者の情報を入力します。
※A,Bで入力した方は入力内容が反映されます。
〇支払者の入力がない場合、税額計算において二重に計算さ
れることがありますので、必ず入力ください。

〇雑業務収入を2ヶ所以上からもらっている方は、列挙して入力
してください。計100文字以上の入力となる場合、主要な支払
先名の後ろに「等」と入力ください。

〇 雑損控除について適用がある方は
→ 「3.雑損控除」をクリック。

〇 配偶者控除について適用がある方は
→ 「4.配偶者について」をクリック。

〇 扶養控除（16歳未満以外）について適用がある方は
→ 「5.扶養親族（16歳未満以外）」をクリック。

〇 扶養控除（16歳未満）について適用がある方は
→ 「6.16歳未満の扶養親族」をクリック。

〇 給与・年金以外の所得について徴収方法を
選択する方は

→ 「7.税金を天引きされている」をクリック。

〇 入力が完了した方は
→ 「申告書作成」をクリック。
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申告書 作成方法

・損害の種類、損害年月日、損害を受けた資産名を入力します。

3.雑損控除

4.配偶者について

・配偶者の氏名、障害者控除の区分、同居しているかをそれぞれ入
力します。
※氏名をA,Bで入力した方は、入力内容が反映されます。

5.扶養親族(16歳未満以外)

・扶養親族の氏名・続柄・生年月日・障害者控除の適用区分・同居
しているかをそれぞれ入力します。

※氏名をA,Bで入力した方は、入力内容が反映されます。また、控
除額は生年月日を入力すると自動で反映されます。
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申告書 作成方法

33 34

7.税金を天引きされている

・給与所得・年金所得以外の所得について、給与天引きを希望する
方は「あわせて天引きで納付する」をクリック。それ以外の方は
「別途自分で納付する」をクリック。

入力が完了した方は、「申告書作成」
をクリック。

6.16歳未満の扶養親族

・扶養親族の氏名・続柄・生年月日・障害者控除の適用区分・同居
しているかをそれぞれ入力します。
※氏名をA,Bで入力した方は、入力内容が反映されます。また、控
除額は生年月日を入力すると自動で反映されます。
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申告書作成後

「申告書をダウンロードする」をクリックすると、作成した申告書
のPDFファイルが表示されます。

作成した申告書は
郵送または窓口で提出できます。
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